
報告第３号 専決処分の報告について 

（損害賠償額の決定：都市整備課）

損害賠償額の決定について

公用車運転中の事故に関し、市の義務に属する損害賠償額を次のとおり決定

する。

損 害 賠 償 額    １１６，９４８円

相 手 方    田野町在住の女性

事故発生年月日   令和４年１０月２１日

事故発生場所  小松島市立江町字小田ノ浦

事 故 の 概 要

 事故発生場所の十字路において、県道２８号阿南小松島線を南方向へ進行して

いた公用車と、小田橋を渡り、市道立江３号線へ抜けるため西方向へ進行する

相手方車両とが出合い頭に接触したもの。

令和５年１月１３日 専決第１号

小松島市長 中山 俊雄
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